
田原市社協日中一時支援事業所 重要事項説明書 

 

 当事業所は、利用者への日中一時支援事業を提供します。当サービスの利用は原則として

地域生活支援給付費の支給決定を受けた方が対象となります。 

 

本重要事項説明書は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社会

福祉法第７６条及び第７７条の規定に基づき、当事業所の概要や提供されるサービスの内容、

契約上ご注意いただきたいことを説明するものです。 

 

目次 

１ サービスを提供する事業者 

２ 事業所の概要 

３ 職員設置状況 

４ 営業日・時間 

５ 当事業所が提供するサービス 

６ 利用料金（負担軽減を含む） 

７ 協力医療機関 

８ 苦情・要望の受付について 

９ 非常災害時の対応について 

１０ 当事業所ご利用に当たって留意していただく事項 

１１ 説明確認について 

 

１ サービスを提供する事業者 

名称 社会福祉法人田原市社会福祉協議会 

所在地 愛知県田原市赤石二丁目２番地 

電話番号 ０５３１－２３－０６１０ 

ＦＡＸ番号 ０５３１－２３－３9７０ 

代表者名 会長 山田貴三 

設立年月日 昭和４２年４月１９日 

 

２ 事業所の概要 

事業所の種類 日中一時支援事業 

名称 田原市社協日中一時支援事業所 

所在地と連絡先 愛知県田原市赤羽根町赤土１番地 赤羽根福祉センター内 

電話番号 ０９０－１７４４－００１６ 

FAX番号 ０５３１－４５－３７９０ 

管理者名 村松 ななほ 

主たる対象者及び事業所番号 
身体障害者１０９－１４ 知的障害者１１０－１８ 

障害児１１１－１２ 精神障害者１１１－２０ 



目的 
障害者（児）の日中における活動の場を確保するとともに、家

族の就労支援や日常生活の介護負担の軽減を図ります。 

基本理念 

人の喜びを我が喜びと感じ、あたたかく安心できる人と緑豊

かで穏やかな環境の中、一人ひとりが責任感や生きる喜びを

もち、家族の恩に感謝して、共にいきいきと生活できるよう

「みんなで楽しく」支援していきます。 

運営方針 

利用者の身体・精神の状況やその置かれている環境に応じ

て適切な指導や訓練を行い、地元地域との結び付きを大切

にし、利用者の生活する市町村や他の障害福祉サービス事

業者等との密接な連携に努めます。 

利用定員 ３名 

登録年月日 平成２６年４月１日 田原市登録 

 

３ 職員設置状況（令和７年４月１日現在） 

職種 員数 区分 常勤換算 備考 

管理者 １人 常勤兼務 ０．２ 従業者及び業務の管理を行う。 

生活支援員 ４人 常勤兼務  
日常生活上の支援を行う。 

生活支援員 ２人 非常勤兼務  

運転手 1人 非常勤兼務  利用者の送迎の運転を行う。 

 

４ 営業日・時間 

営業日 
第１・３土曜日（８月１３日～８月１５日及び１２月２９日～翌年

１月３日までを除く） 

営業時間 ８時３０分～１７時１５分 

サービス提供時間帯 １０時００分～１５時００分 

 

５ 当事業所が提供するサービス 

種類 内容 

日中一時支援 
家庭と事業所との送迎を行い、利用者の日中における活動の場を確保

いたします。 

日常の生活支援 

食事の提供…栄養・利用者の身体状況・希望の嗜好を考慮した食事の

提供を行います。 

排泄…排泄が円滑に行われるよう利用者の心身の能力を最大限に尊重

し、着脱衣の自立に向けた支援を行います。 

整容…清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう支援

いたします。 

医療に関わる支援 

服薬服用者ご自身で服薬管理できる方は各自で保管し、服用していた

だきます。ご自身で保管管理できない方は生活支援員が服薬の支援を

いたします。 



社会活動の支援 余暇活動…創作的活動、レクリエーションを行います。 

日常生活訓練 

集団生活適応訓練 

利用者の心身の状況に応じた個別課題、自立課題、コミュニケーション

獲得のための課題を設定し支援いたします。 

相談援助 
利用者やその家族に対し、適切な相談対応、助言、援助等を行い、常

に連携を図ります。 

 

６ 利用料金（負担軽減を含む） 

（１） 利用料金 

 ア 地域生活支援給付費対象サービス内容の料金 

当事業者で提供する地域生活支援給付費対象サービスに係る費用については、食費等を

除き、サービス利用料金全体の９割が地域生活支援給付費対象となります。事業者が地域生

活支援給付費の給付を市町村から直接受け取る（代理受領する）場合は、利用者は利用者負

担分として、サービス利用料金全体の１割の額を事業者にお支払いいただきます。 

１回の利用にあたりのサービス利用料金は下記料金表のようになります。 

利用時間 サービス利用料金 利用者負担額（１割） 

４時間未満 ２，３００円 ２３０円 

４時間以上８時間未満 ４，６００円 ４６０円 

８時間を超える ６，９００円 ６９０円 

＊送迎加算（１回につき利用者負担 ５４円） 利用者の居宅と事業所の間に送迎を行った場合加

算されます。 

イ 地域生活支援給付費対象外サービス内容の料金 

項目 金額 備考 

昼食代 １回５８０円 外食は実費 

おやつ代 １回３０円  

レクリエーション材料 実費  

日常生活において、通常必要となるものに係る費用であっ

て、利用者に負担していただくことが適当と認められたもの 

実費  

日中一時支援介護計画書等複写代 １枚につき１０円  

 

（２） 利用者負担の減免 

利用者の世帯の収入状況に応じて、下表のとおり１か月あたりの負担上限額が設定されてい

ます。 

種別 世帯の収入状況 利用者負担上限月額 

利用者及び配偶

者に所得がある

場合並びに利用

者が１８歳未満で

世帯者に所得が

ある場合 

生活保護受給世帯 ０円 ０円 

市町村民税非課税世帯 ０円 ０円 

市町村民税課税世帯で、市町村民税所得割額

が２８万円未満の方 

１８歳未満４,６００円 

１８歳以上９,３００円 

市町村民税課税世帯で、市町村民税所得割額

が２８万円以上の方 

３７,２００円 



７ 協力医療機関 

協力医療機関は、治療を必要とする場合に協力を依頼している医療機関です。ただし優先的

な診療・治療を保証するものではありません。 

医療機関の名称 医療法人藤岡医院 

所在地 愛知県田原市保美町土尻１９番地 

電話番号 ０５３１－３２－１５１５ 

診療科目 内科・消化器科・小児科 

入院施設 無 

 

８ 苦情・要望の受付について 

（１） 事業所における苦情の受付 

苦情受付窓口 

苦情解決責任者 

苦情受付処理担当者 

管理者 村松 ななほ 
電話番号 ０９０-１７４４-００１６ 

受付時間 月～土曜日８:３０～１７:１５ 

 

（２） 行政機関その他の苦情受付機関 

田原市役所健康福祉部 

地域福祉課障害福祉グループ 

所在地    田原市田原町南番場 30番地 1 

電話番号  ０５３１－２３－３５１２ 

FAX番号 ０５３１－２３－３５４５ 

受付時間  月～金曜日８：３０～１７：１５ 

愛知県社会福祉協議会 

（運営適正化委員会） 

所在地    愛知県名古屋市東区白壁１丁目５０番地 

電話番号  ０５２－２１２－５５１５ 

FAX番号 ０５２－２１２－５５１４ 

受付時間  月～金曜日９：００～１７：００ 

 

（３） 虐待防止に関する相談窓口 

虐待防止窓口 管理者 村松 ななほ 
電話番号 ０９０-１７４４-００１６ 

受付時間 月～土曜日８:３０～１７:１５ 

 

９ 非常災害時の対応について 

非常時の対応 

別途定める「田原市社会福祉協議会赤羽根福祉センター防災計画」によ

り対応します。（当施設の規模からは消防計画を必要としない施設ですが

障害児が利用する施設であることを考慮し防災計画を定めています。） 

平時の訓練 「防災計画」に則り、年２回、避難・防災訓練を実施します。 

消火器具 消化器１台、煙探知機２台を設置しています。 

保険加入 事故・災害に備えて普通傷害保険に加入します。 

 

１０ 当事業所ご利用に当たって留意していただく事項 

設備・器具の利用 
事業所内の設備・器具は本来の用途に従ってご利用ください。理解が苦

手な利用者には適切な利用法が習慣化できるよう支援いたします。利用



者の過失で破損が生じた場合、賠償していただくことがあります。 

喫煙 施設内・敷地内禁煙になっています。 

貴重品の管理 
利用者の責任において管理していただきます。自己管理の苦手な利用者

につきましては貴重品を事業所に持ち込まないようにお願いします。 

宗教活動・政治活

動・営利活動 

利用者の思想や信仰は自由ですが、他の利用者や職員等に対する宗教

活動・政治活動・営利活動はご遠慮ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１１ 説明確認について 

 

説明確認日 令和   年   月   日 

 

日中一時支援事業の利用開始に際して、書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

                       社会福祉法人田原市社会福祉協議会 

                            日中一時支援事業所 

 

                            説明者 職名 管理者 

                                 氏名 村松 ななほ  印 

 

私は、「重要事項説明書」を受け取り、それに基づいて事業者から説明を受け、日中一時支援

事業利用開始に同意しました。 

 

 

利用者 

 

氏名                          印 

 

 

利用者の家族 

 

住所                                     

 

氏名                          印 

 

続柄             


